柳川市配食による高齢者等見守り事業　業務委託
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１　事業名　柳川市配食による高齢者等見守り事業

２　委託期間　令和８年５月1日から令和９年３月３１日

３　実施内容
　（１）配達日等
　　　　① 週３日以上の昼食又は夕食あるいは両方
　　　　② 配達可能な曜日等の詳細は、あらかじめ「サービス内容情報シート」で届け出ること。「サービス内容情報シート」に変更がある場合は　　　　　　変更の1か月前までには届け出ること。
　（２）配達の実施時間（原則調理後２時間以内）
　　　　昼食：午前１１時から午後１時まで
　　　　夕食：午後４時から午後６時まで
　（３）配達範囲
　　　　柳川市小学校区の１校区以上の配達が可能であること。
　（４）安否確認（見守り）
　　　　①　市が決定した曜日に昼食または夕食を調理し、お弁当形式で届けるとともに必ず安否を確認すること。安否確認方法は原則対面での声掛けとし利用者の状況を確認することとするが、不在時は電話確認やＩＣＴ端末またはセンサー等による確認も可能とする。いずれの方法でも安否が確認できない場合、あらかじめ登録した家族等の緊急連絡先に確認することとし、それでも確認できない場合は、すぐに市福祉課へ連絡すること。閉庁日は市当直者に連絡をして福祉課への連絡を依頼すること。
　　　　　　　・開庁時/福祉課高齢者福祉係電話番号：0944-77-8516
　　　　　　　・閉庁時/宿直電話番号：0944-73-8111
　　　　②　お弁当の配達時に利用者の生命に危険を感じた場合は、警察または消防に連絡をすること。
　　　　③　前記②の場合及び生命の危機以外で、例えば身なりが衛生的でなくなった、受け答えが急に不安定になったなど利用者に大きな変化があった場合は、福祉課に連絡すること。
　（５）食事の内容について
　　　　①　受託者は、「日本人の食事摂取基準（２０２５年版）」（厚生労働省）を参考として１日の栄養基準を定め、1食あたりの栄養量がその栄養基準の３分の１を目安として献立を作成し提供すること。
　　　　②　利用者がそのまま食することが可能な状態で届けられることが望ましい。ただし、利用者の同意が得られた場合は、チルドや冷凍も可能とする。
　　　　③　咀嚼、嚥下能力の低下に対応した食事、減塩食、糖尿病食などが提供できることが望ましい。
　　　　④　１週間分のメニューをあらかじめ利用者及び市に届けること。同じメニューにならないよう努めること。
　（６）利用料の徴収
　　　　受託者は１食当たり事業者が定める額の単価を市に届出を行い、その額で献立、調理、配達安否確認を行い、柳川市の指示に基づき利用者負担分として住民税課税世帯の者から事業者が定める額を、非課税世帯の者から事業者が定める額から２８０円を差し引いた額を利用者から直接徴収すること。
　（７）委託料
　　　　前項の２８０円については、柳川市が負担する。月の報告書とともに市に請求を行うこと。
　（８）その他
　　　①　受託者は、３営業日前の午後４時までに利用者及び市からの申出があった場合は、配食の変更及びキャンセルに対応すること。
　　　②　受託者は、食品衛生法その他法令を遵守して事業にあたること。
　　　③　市から利用者へチラシの配付等を依頼した場合は協力すること。
　　　④　市が決定した日に配達ができない場合、利用者の同意が得られた場合は変更することも可能とする。

４　利用者からの利用受付・決定について
　（１）市は、「暮らしの便利帳」やチラシ等を作成し登録事業者の情報を広報する。
  （２）市は、利用者から利用申請の受付、審査を行い利用条件に合致する者に対し決定通知を行う。
・利用対象者は、１日に１回、昼食または夕食を選択する。また最大
　週６日利用可能。
・利用者は、事業者を1か所選択する。
・例えば週６日希望する人は、週６日提供可能な事業者から選択する。
　（複数の事業者を組み合わせることはできない）
　（複数の事業者を利用したい場合は、どちらか一方のみ市の事業対象
　　となる。一方の事業者分は直接契約となる。）









  （３）利用決定に際し、あらかじめ利用者が希望する受託者に受託可能かについて確認を行うとともに決定について受託者へ速やかに連絡する。
  （４）利用者は、事業者の変更、利用停止、利用回数の変更（増やす場合のみ）の際は市に届出を行う。前記以外で曜日の変更、利用回数の減少、内容の変更、入院時等一時停止等軽微な変更は事業者に届けることとし市への届け出は不要とする。事業者はその内容を下記５実績の報告で市に行うこと。
　（５）入院など３か月以上利用がなかった場合は利用登録を取り消す。再開する場合は再度市への届け出が必要とする。

５　実績の報告
　　受託者は、委託料の有無を問わず月の利用状況（利用者、利用日、利用時間（昼・夜）、利用料、内容（普通食等））を翌月１０日までに一覧で報告するものとする。　
６　その他
 （１）食品衛生法、その他関係法令に基づき衛生管理を徹底すること。
 （２）過度な営業を行わないこと。
 （３）災害等によりサービスが提供できない場合は、利用者及び市に速やかに
　　 連絡すること。
 （４）受託者は、この事業の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情
     報の保護に関する法律、その他関連法令に定める内容を遵守すること。
 （５）本仕様書に定めのない事項は、協議のうえで実施する。
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